
化学物質管理者の“管理義務違反”で「全国初の送検」

【ニュース】工場の乾燥炉でシンナーが引火・爆発し、

２名死亡・１名重傷 の重大災害が発生し、令和８

年4月、北大阪労働基準監督署は、化学物質管理者

にリスクアセスメントの実施状況を管理させていな

かったとして、塗装会社及び役員を書類送検しまし

た。化学物質管理者による管理責任が厳しく求めら

れています。

【講習内容】 （イメージ図）

●令和６年４月１日から、有機則・特化則等に基づく個別具体的な規制に加え、トルエン・キシレ

ン等個別具体的な規制対象物質以外の一定の危険性・有害性の確認された化学物質について、次の

者から化学物質管理者を選任し、ばく露防止措置の実施やリスクアセスメントの実施等を行わせな

ければなりません。

①製造する事業場は、「化学物質管理者講習」を受講した者

②取扱のみを行う事業場は、「化学物質管理者に準ずる講習」を受講した者

●講師は、労働衛生コンサルタントで作業環境測定士等の実務経験を有するなど「化学物質管理専

門家」が担当し、受講された方には、即日「修了証」を交付します。

１．開催日時

①化学物質管理者講習

令和８年１１月５日(木)～６日(金)/令和９年２月８日(月)～２月９日(火)

②化学物質管理者に準ずる講習

令和８年８月２５日(火)/１０月２６日(月)/１２月７日(月)/令和９年２月１８日(木)

２．会 場 エル・おおさか（大阪府立労働センター）南館

３．講習料金 （会員とは：当連合会・支部、大阪府下の労働基準協会会員の方）

①化学物質管理者講習 会員 41,580円／一般 45,980円

②化学物質管理者に準ずる講習 会員 19,140円／一般 22,440円

適格請求書発行事業者の登録番号：T7120005015256

４．申し込み方法等 当連合会のホームページをご覧下さい。

①化学物質管理者講習の申込はこちら ②化学物質管理者に準ずる講習の申込はこちら

化学物質管理者講習

【公式】LINEはじめました！
友だちになって最新情報を
GETしよう

https://www.jukou-net.jp/osaka-roki/event.php?cs=64&ar=0
https://www.jukou-net.jp/osaka-roki/event.php?cs=63&ar=0

